
あきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例 

平成２４年６月２８日条例第１７号 

（設置） 

第１条 市民文化の向上を図るため、あきる野市民文化ホール（以下「文化ホール」とい

う。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 秋川キララホール 

位置 あきる野市秋川一丁目１６番地１ 

（事業） 

第３条 文化ホールは、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 文化ホール及びこれに附属する設備の使用に関すること。 

（２） 市民の文化活動を推進するための事業に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、あきる野市教育委員会（以下「委員会」という。）

が必要と認める事業に関すること。 

（名誉顧問） 

第４条 文化ホールに、名誉顧問を置くことができる。 

（休館日） 

第５条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると

認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

（１） 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）第３条に規定する休日に当たるときは、その翌日 

（２） １２月２８日から翌年の１月４日までの日 

（使用時間） 

第６条 文化ホールの使用時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただし、委員会

が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（使用期間） 

第７条 文化ホールは、同一の内容で引き続き３日を超える使用又は例日を定める独占的

な使用をすることができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この

限りでない。 

（使用の承認） 

第８条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければな

らない。 

２ 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。 

（使用の不承認） 

第９条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用を

承認しない。 

（１） 建物又は附属設備若しくは物品を損傷するおそれがあるとき。 

（２） 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。 



（３） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認

められるとき。 

（４） 管理上支障があるとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第１０条 文化ホールの使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定め

る使用料を前納しなければならない。 

２ 前項に定める使用料のほか、附属設備及び物品（以下「附属設備等」という。）の使用

料は、規則で定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減

免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設は、使用料を減免しないものとする。 

（使用料の不還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

（１） 災害その他の事故により、文化ホールを使用することができなくなったとき。 

（２） 管理上特に必要があるため、委員会が使用を取り消したとき。 

（３） 使用者の責務に帰することができない理由により、文化ホールを使用すること

ができないとき。 

（４） 使用者が使用する日の６０日前までに使用の申請を取り消し、委員会が相当の

理由があると認めるとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第１２条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に文化ホールを使用し、又はその使用

権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（施設の変更等の禁止） 

第１３条 使用者は、文化ホールに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただ

し、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 

（使用者等の遵守事項） 

第１４条 委員会は、文化ホールの使用者又は入場者（以下「使用者等」という。）の遵守

事項を定め、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、そ

の都度必要な指示をすることができる。 

（入場者の制限） 

第１５条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場

を命ずることができる。 

（１） 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 

（２） その他管理上支障があると認められる者 

（使用承認の取消し等） 

第１６条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り

消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。 



（１） 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。 

２ 委員会は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない

ものとする。 

（原状回復の義務） 

第１７条 使用者は、文化ホールの使用を終了したとき、又は前条第１項の規定により使

用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければな

らない。 

（損害賠償の義務） 

第１８条 使用者等は、文化ホールの建物又は附属設備等に損害を与えたときは、委員会

が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があ

ると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

（文化ホールの管理） 

第１９条 委員会は、文化ホールの管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、指定管理者に行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第２０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第３条各号に掲げる事業に関すること。 

（２） 文化ホール及び附属設備等の維持管理に関すること。 

（指定管理者の指定の手続等） 

第２１条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例（平成１７年あきる野市条例第２号）の定めるところによる。 

（利用料金） 

第２２条 第１０条の規定にかかわらず、第１９条の規定により指定管理者が管理を行う

場合は、文化ホールの利用の承認を受けた者は、その利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を指定管理者に前納しなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会

の承認を受けて定めることができる。 

３ 前項に定める利用料金のほか、附属設備等の利用料金の額は、規則で定める利用料金

の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めることがで

きる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、

利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。 

５ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設は、利用料金を減免しないものとする。 

６ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（準用規定） 

第２３条 第５条から第９条まで、第１１条、第１３条から第１６条まで及び別表の規定

は、第１９条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合に



おいて、第５条ただし書、第６条ただし書及び第７条ただし書中「委員会が特に必要が

あると認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、第８条、

第９条、第１１条第２号及び第４号、第１３条ただし書並びに第１４条から第１６条ま

での規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第１１条（見出しを含む。）及び別

表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後のあきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の規定

による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前

においても行うことができる。 

別表（第１０条、第２２条関係） 

施設区分 使用単位 使用料 

＼ 月曜日から金曜日 

まで 

土曜日、日曜日及び

休日 

午前（午前９時から

正午まで） 

３０，０００円 ３９，０００円 

午後（午後１時から

午後５時まで） 

５０，０００円 ６５，０００円 

ホール 

夜間（午後６時から

午後１０時まで） 

６０，０００円 ７８，０００円 

午前（午前９時から

正午まで） 

１，７００円 

午後（午後１時から

午後５時まで） 

２，９００円 

リハーサル室 

夜間（午後６時から

午後１０時まで） 

３，５００円 

備考 

１ 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、

使用料を徴収しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用の当日、施設を延長して使用する場合における延

長使用料は、午前の使用単位を超えて使用するときは午後の使用料を、午後又は夜

間の使用単位を超えて使用するときは夜間の使用料を基本として、１時間につきそ

れぞれ当該使用料の１時間に相当する額とする。 



３ 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合におけるホールの使用料

は、当該使用料に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。 

（１）入場料の最高額が１人当たり１，０００円以上２，０００円未満のとき 

 １００分の２０ 

（２）入場料の最高額が１人当たり２，０００円以上３，０００円未満のとき 

  １００分の４０ 

（３）入場料の最高額が１人当たり３，０００円以上５，０００円未満のとき 

  １００分の６０ 

（４）入場料の最高額が１人当たり５，０００円以上であるとき １００分の 

  １００ 

４ 事前の舞台練習でホールの舞台のみを使用する場合又は舞台設備の設営若しくは

撤去でホールを使用する場合の使用料は、ホールの使用料の１００分の５０に相当

する額とする。ただし、録音その他商行為を目的として使用する場合を除く。 

 


